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平成１４年３月２８日判決言渡
平成１１年（行ウ）第５号　補助金支出差止等請求事件
（口頭弁論終結日　平成１４年２月７日）

判決

主文
　１　被告らは，上川村に対し，連帯して９６３万円及びこれに対する平成１１年３月２５

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　２　原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
　３　訴訟費用はこれを５分し，その４を原告らの負担とし，その余を被告らの負担とす

る。
　４　この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。

事実及び理由
第１　請求
　１　被告らは，上川村に対し，連帯して４８１５万円及びこれに対する平成１１年３月２５

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　２　訴訟費用は被告らの負担とする。
　３　仮執行宣言
第２　事案の概要
　　　本件は，新潟県東蒲原郡上川村が被告有限会社Ｃに平成１０年度山村振興等農

林漁業特別対策事業（以下「山振事業」という。）の補助金を交付したことは，地方
自治法２３２条の２，上川村補助金交付に関する条例（昭和３０年７月１日条例第１
４号，以下「条例」という。）１条１項に反するとして，同村の住民である原告らが，同
法２４２条の２第１項４号に基づき，本件補助金交付当時の村長である被告Ｂ及び
被告有限会社Ｃに対し，不当利得の返還ないし損害賠償を請求した事案である（付
帯請求は，補助金の交付を受けた日から支払済みまで民法所定年５分の割合によ
る遅延損害金）。

　１　争いのない事実
　　(1)　当事者
　　　　原告らは，いずれも上川村の住民である。
　　　　被告Ｂは，平成６年１月３０日から上川村の村長の地位にあったものである。
　　　　被告有限会社Ｃは，平成元年１０月に設立された，ワラビ，ゼンマイ，きのこ等山

菜の加工等を業とする有限会社であり，肩書地に加工処理施設（以下「本件加
工場」という。）を有している。

　　　　被告有限会社Ｃの代表取締役のＤは上川村議会副議長であり，同取締役のＥは
有限会社ｅ運輸を経営するもの，同代表取締役のＦは個人で酒店を経営するも
のである。なお，被告Ｂは，被告有限会社Ｃの出資者であったが，平成１０年５月
１６日，社員持分を他の出資者らに譲渡して脱退した。

　　(2)　本件補助金の支出
　　　　被告有限会社Ｃは，原材料に塩蔵品を使っており，塩分を含む排水を常浪川に

垂れ流していたため，漁業組合を中心とする地元住民から苦情が寄せられ，平
成７年９月２８日には，新津保健所長から，水質汚濁の削減に努めるよう文書で
通知を受けていた。

　　　　被告有限会社Ｃは，平成１０年１１月５日，被告Ｂに対し，平成１０年度山振事業
費補助金として，次のとおり，被告有限会社Ｃが新規に開始する椎茸加工事業
のための加工施設の新設（①），連続焼き機，高速裁断機，プレハブ冷蔵庫，回
転式蒸気釜，作業台などの機械器具類の導入（③），塩蔵品原材料の加工・製
造に必要な排水処理施設の新設（②）及び附属工事（④，⑤）に要する次の費用
のうち，受益者負担金（合計事業費の２５％）を除く４８１５万円（以下「本件補助
金」という。）の交付を申請した。

　　　①　農産物処理加工施設　木造カラー鉄板葺平屋建
　　　　　　　　　　　　１棟　９２．７５㎡　　　　　　１１４２万００００円
　　　②　排水処理施設　１式　　　　　　　　　　　　　４０００万００００円
　　　③　機械器具費　　１式　　　　　　　　　　　　　１０８６万１０００円
　　　④　高圧受電設備　１式　　　　　　　　　　　　　　１８９万６０００円



　　　⑤　工事雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２万３０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計事業費　６４２０万００００円
　　　（以下，この事業を「本件事業」という。）
　　　　被告Ｂは，平成１１年３月２５日，被告有限会社Ｃに対し，本件事業実施のため，

本件補助金を交付した。
　　　　本件補助金のうち，国庫補助金は３２１０万円（合計事業費の５０％），県補助金

は６４２万円（同１０％），上川村補助金は９６３万円（同１５％）である。
　２　争点
　　(1)　上川村が被告有限会社Ｃに対し，本件補助金を支出することが，「公益上必要

がある」と認められるか。
　　(2)　上川村の損害額
　３　原告らの主張
　　(1)　公益上の必要性の欠如
　　　　地方自治法２３２条の２は「普通地方公共団体は，その公益上必要がある場合に

おいては，寄附又は補助をすることができる。」と定め，条例１条１項は「地方自
治法第２３２条の２の規定に基づき，次に掲げる事業であって公益上必要と認め
られる施行者即ち法人，団体及び個人に対し村費をもって補助することができ
る。」と定めているが，以下のとおり，本件補助金の支出に公益上の必要性は認
められない。

　　　①　補助金支出の違法性
　　　　　被告有限会社Ｃは，有害物質を含んだ排水を排出する事業者であり，自己の責

任において公害の発生を防止しなければならず（原因者負担），排水処理施
設は，被告有限会社Ｃの固有の責務として設置すべきものである（環境基本
法８条１項・３７条，公害防止事業費事業者負担法４条）。

　　　　　したがって，本件事業に補助金を支出することは，公害防止措置における原因
者負担を無視した違法があり，又は著しく不当なものである。

　　　②　補助金支出により得られる利益（公益性）
　　　　　本件事業による上川村の利益の利益は全くないか，あったとしてもその効果は

支出する補助金額に比してわずかである。
　　　　ア　被告有限会社Ｃの性格
　　　　　　被告有限会社Ｃは，農林業者としての実態を有さず，山振事業実施要領にい

う「（農林漁業等の経済活動を行う農林業者の組織する団体に準じた団体
として）特に適当と認めた者」とはいえず，本件補助金を交付すべき事業主
体ではない。

　　　　イ　被告有限会社Ｃの使用原材料
　　　　　　被告有限会社Ｃは，地元の農家から原材料である山菜を一切仕入れず，専ら

輸入品に頼って山菜加工業を営んでいる民間会社であり，上川村の農林業
の振興や農家の所得の増加に寄与したことは全くない。今後も，被告有限
会社Ｃが農家から山菜を買い上げる予定はなく，同社への補助が農家の所
得の向上や農林業の発展に寄与することはあり得ない。

　　　　ウ　排水処理施設・椎茸加工施設について
　　　　　　焼き椎茸及び椎茸の佃煮の加工過程において，ほとんど汚水は発生せず，椎

茸加工施設と排水処理施設との間に関連性はない。本件事業は，以前か
ら保健所から改善を指摘されてきた，塩蔵原材料の漂白・洗浄の過程から
生じる汚水を処理するための排水処理施設を設置することが目的であり，
椎茸加工施設は，排水処理施設に対する補助金を正当化するために考え
られたものに過ぎない。

　　　　　　椎茸加工施設及びこれに伴う機械の導入についても，上川村において椎茸栽
培に取り組むべき農家はおらず，採算性も望めないことに加え，被告有限
会社Ｃに商品価値のないＣ品（規格品中のＣランクのもの）やＣ級（いわゆる
くずしいたけ）の規格外椎茸を買い取ってもらうことにより農家が得る利益
は極めて少ない。また，規格外椎茸は現在でも他に販路があり，財団法人
上川村農業振興公社（以下「公社」という。）がこれを被告有限会社Ｃに売却
する必要はない。

　　　　エ　被告有限会社Ｃによる環境汚染行為等
　　　　　　被告有限会社Ｃは，次のような公益に反する行為を繰り返しており，補助金交

付を受けるものとして不適格である。



　　　　　(ア)　被告有限会社Ｃは，地域住民らの再三の苦情にもかかわらず，塩蔵品の
原材料を洗浄した際に発生する汚水を，何の措置もとらずに常浪川に流
し続けた。

　　　　　(イ)　被告有限会社Ｃは，平成７年９月２８日まで水質汚濁防止法所定の特定施
設設置者の届出を行わず，約１０年間にわたって届出義務を懈怠してい
た。

　　　　　(ウ)　被告有限会社Ｃは，排出基準を定める総理府令別表第２の排水基準の適
用を免れるため，前記(イ)の特定施設設置届出書において，虚偽の排水
量を申告していた。

　　　　　(エ)　被告有限会社Ｃは，水質汚濁防止法３条１項，排水基準を定める総理府
令別表第２所定の排水の生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）を大幅に上回
る排水を排出していた。

　　　　　(オ)　被告有限会社Ｃは，排水の化学処理を一切行わず，水質汚濁防止法１２
条１項・３条１項，環境基本法８条で事業者が行わなければならないとさ
れる公害防止措置を講じていなかった。

　　　　　(カ)　被告有限会社Ｃは，本訴提起に至るまで，産業廃棄物であるポリ容器を焼
却炉で焼却したり，不法投棄を繰り返していた。

　　　　　(キ)　被告有限会社Ｃは，産業廃棄物である山菜くずを常浪川支流の沢の岸に
不法投棄していた。

　　　③　補助を受ける者の利益を図る意図
　　　　　被告有限会社Ｃの前身であるＣ組合は，被告Ｂの発意により設立されたもので

あり，被告Ｂは設立当初から平成１０年５月１６日まで，被告有限会社Ｃ（Ｃ組
合）の出資者であった。また，被告有限会社Ｃの代表者のＤは，被告Ｂの選挙
の応援をしていた者であり，取締役のＥは被告Ｂの後援会長である。

　　　　　被告Ｂは，被告有限会社Ｃに本件補助金を与えて救済するために，国や県に対
して，あたかも被告有限会社Ｃが地元農家の山菜を買い上げて加工業を営ん
できたかのような誤解を与える計画書や協議書を提出し，被告有限会社Ｃか
らの補助金交付申請の不当性を十分に認識しながら，これを黙認して交付決
定をした。

　　　　　したがって，本件補助金の支出は，もっぱら被告有限会社Ｃだけの利益を図る
意図でなされたものである。

　　　④　本件補助金の必要性
　　　　　被告有限会社Ｃは本件補助金を得なくても排水処理施設を設置することが可能

であり，そもそも補助金支出の必要性はなかった。
　　(2)　損害額
　　　　本件補助金４８１５万円のうち，３２１０万円は国庫補助金，６４２万円は県費補助

金を財源としているが，これらの補助金は上川村に交付されることにより上川村
の公金となり，本件補助金の交付により上川村の公金が減少したから，４８１５
万円全額が返還の対象となる。

　４　被告らの反論
　　(1)　公益上の必要性
　　　　公益上の必要性は，第１次的には当該地方公共団体の議会及び長の判断を尊

重すべきであり，補助金額に比較して得られる地方全体の利益がかなり低いこ
とが明白であるか，または，地方全体の受ける利益よりも補助を受ける特定の
者の利益を図る意図でなされたことが明白である場合に限って，裁量の逸脱を
問題とすべきである。

　　　　本件補助金の支出は，手続面でも議会の承認を得ており，国（農林水産省）及び
新潟県の事業認定を受けている。

　　　　さらに，本件補助金には，次のとおり，公益上の必要性が認められる。
　　　①　補助金支出の違法性について
　　　　　本件では，環境基本法で「公害」の定義として定める「相当範囲にわたる水質の

汚濁」はなく，「人の健康または生活環境に係る被害」も生じていないから，被
告有限会社Ｃの排水は，公害には当たらない。

　　　　　また，同法８条は，事業者に対し，公害を防止し又は自然環境を適正に保全す
るために必要な措置を講ずる責務を課しているが，別段，事業者自らが主体
となって補助金を受けた上でかかる措置を講ずることを禁じているわけではな
い。同法３７条及び公害防止事業費事業者負担法の諸規定は，国又は地方



公共団体が主体となって実施する公害防止事業について，その費用の一部
又は全部を事業者に負担させるための規定であり，本件の場合とは事案が異
なる。

　　　②　補助金支出により得られる利益（公益性）
　　　　　本件で問題となっている山振事業は，山菜加工施設整備事業だけでなく，椎茸

培養ハウスの設置等を行う新規作物導入支援事業及び４路線の農道舗装を
行う農道整備事業の３事業を総合的に行い，もって，上川村内でも過疎化及
び高齢化の進んでいるＧ地域における就業機会を創出し，生活基盤の整備を
進めることを目的とするものである。

　　　　　本件事業において，被告有限会社Ｃは，公社と連携して，Ｇ地域における地域
の特性を生かした高付加価値型農業の振興を図り，就労の場を確保し，農家
所得を向上させることが期待されている。

　　　　ア　被告有限会社Ｃの性格
　　　　　　被告有限会社Ｃの前身であるＣ組合は，昭和５９年に，当時，上川村の産業土

木課長であった被告Ｂが，若者の村外流出に危機感を持ち，地場産業の振
興等，就業の場の確保のために，自らが中心となって設立したものである。

　　　　　　このように，被告有限会社Ｃは，もともと営利目的ではなく，地元で産出される
山菜の加工を行い，山村農業の活性化を図ることを目的とし，その公益性
から，開業資金として，新潟県農林水産業総合振興事業の中の山村農業
活性化事業に基づく補助金が交付され，昭和６１年には同事業の補助金に
より本件加工場を新設したという経緯がある。

　　　　イ　被告有限会社Ｃの使用原材料
　　　　　　被告有限会社Ｃは，設立当初から一貫して野菜や山菜の加工販売をしている

ところ，原材料は，当初は地場物を使用するようにしていたが，経営の安定
化のために，徐々に県外からの塩蔵品や輸入品に頼らざるを得なくなった
ものである。

　　　　ウ　排水処理施設・椎茸加工施設について
　　　　　　排水処理施設の新設は，被告有限会社Ｃが安定的な経営基盤を築く上で必

要不可欠である。また，これにより，常浪川の水質が向上し，自然環境が改
善される。

　　　　　　椎茸加工施設については，上川村では，平成６年から，中山間地域活性化推
進事業として「きのこの里づくり支援事業」に取り組んでおり，平成７年には
公社を設立して菌床椎茸の栽培を行うこととなったが，椎茸栽培に伴い，規
格外の椎茸も発生するようになった。そこで，加工技術・設備や流通のノウ
ハウを有する被告有限会社Ｃに規格外椎茸の加工を行わせることにしたも
のである。規格外椎茸の引き取り先を確保することによって，椎茸の需要の
安定化を図り，農家への椎茸栽培の普及を容易にすることができ，農家所
得の向上につながる。また，椎茸加工を行うことによって，上川村の特産品
が創出される。

　　　　エ　被告有限会社Ｃによる環境汚染行為等
　　　　　　被告有限会社Ｃは，ポリ容器や山菜くずの不法投棄や焼却をしたことはない。
　　　　オ　雇用の創出
　　　　　　被告有限会社Ｃは，上川村内でもとりわけ過疎化・高齢化が進んでいるＧ地域

において，雇用を創出し，生活基盤の整備を進めることを目的とするもので
ある。被告有限会社Ｃは，平成１３年９月１日時点で３１名の従業員を雇用
しており，通年雇用者数は村内で２位である。

　　　　カ　特産品の開発
　　　　　　被告有限会社Ｃは，上川村の特産品の販売に多大な貢献をしている。被告有

限会社Ｃは，本件加工場前において自社商品と近隣の農家の農産物を販
売して好評を博し，平成５年に上川村物産直売所ができるに至った。同直
売所の販売商品のうち，加工品は被告有限会社Ｃの商品だけであり，全販
売の１８．９％を占める。

　　　③　補助を受ける者の利益を図る意図
　　　　　被告有限会社Ｃの設立の経緯，Ｇ地域において果たしてきた役割に照らせば，

原告らの主張するような意図はない。
　　　④　本件補助金の必要性
　　　　　被告有限会社Ｃは本件補助金を得なくても排水処理施設を設置することが可能

であったとの原告の主張は争う。



　　(2)　損害額
　　　　仮に公益上の必要性が認められないとしても，損害は本件補助金のうち，上川村

が負担した９６３万円に限られるべきである。
第３　当裁判所の判断
　１　本件の事実関係
　　　当事者間に争いのない事実及び証拠によって認められる事実は次のとおりであ

る。（〔　〕内は認定に用いた証拠である。）
　　(1)　上川村の概要
　　　　上川村は，昭和２９年にＧ村，Ｈ村，Ｉ村が合併してできた，新潟県東蒲原郡の東

南県境に位置する村であり，このうち，旧Ｇ村にあたるＧ地域は，越後山脈によ
る山岳地帯に属し，常浪川沿いに点在する２０の集落から成る。同地域の総面
積は，村全体の約６０％にあたる２１．５２２ヘクタールで，その９７．９％が林野
で，経営耕地面積は１．１％である。

　　　　上川村は昭和４５年に全村が過疎地域の指定を受けており，Ｇ地域においても，
昭和４０年代から昭和５０年代後半にかけて大幅に人口が減少し，平成７年度の
国勢調査では１６９７人となった。

        同地域における平成７年の農家の総数は２７４戸であり，そのほとんどは第２種兼
業農家である。また，若年層の人口流出により，農業従事者の高齢化が進んで
いる。

　　　　このため，上川村は，平成１０年３月に，「上川村山村等活性化ビジョン」として，
ふるさと産品の開発・販売促進，体験プログラムの開発，集客促進等の方針を
示し，その実現に努力している。〔甲８，乙１２，８１の２，弁論の全趣旨〕

　　(2)　被告有限会社Ｃの概要
　　　①　昭和５９年，当時，上川村の産業土木課長であった被告Ｂの発案により，上川

村に地場産業を起こし，雇用の場を創出・拡大するとの目的で，被告有限会
社Ｃの前身であるＣ組合が設立された。当時の出資者（組合員）は，被告Ｂの
ほか，同被告が呼びかけた，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｊ及びＫの６名であった。〔乙４９，６５，
７７〕

　　　　　このうちＫは，商工会の経営指導員で，農地及び山林を所有していない非農家
であり，被告Ｂも山林を所有するのみであった。その他の組合員は農地及び
山林を所有していたが，Ｄは漬物業兼村議会議員，Ｅは運送業，Ｆは酒店経
営兼商工会会長，Ｊは山菜集荷業であり，いずれも農林業を主たる収入源と
はしていなかった。〔甲４５，乙４９，６５，被告有限会社Ｃ代表者及び弁論の全
趣旨〕

　　　　　被告Ｂは，平成６年１月３０日に上川村長となったが，Ｄは，村長選挙の際，被
告Ｂの応援活動を行った。また，Ｅは被告Ｂの後援会長である。〔被告有限会
社Ｃ代表者〕

　　　②　Ｃ組合は，開業に際し，出資金及び銀行からの借入れ６００万円のほか，県の
単独事業（以下「県単事業」という。）である新潟県農林水産総合振興事業の
中の，山村農業活性化事業に基づいて，県から補助金を受けて，殺菌施設，
二重釜，真空包装機，ボイラー等を購入した。〔乙４９，６５〕

　　　　　同補助金を受ける際の事業計画書には，現状と問題点として，「村の総面積の
９７％を占める山林原野は山菜の宝庫である。山菜やきのこは季節の味覚と
して地域住民のみならず，都会人にも人気を集め，近年のふるさと嗜好，山菜
ブームにのり，その需要は伸びる一方である。しかしながら，山菜類の生産・
出荷は一部の出荷業者以外は，ほとんどが自家用に利用されている程度で
ある。」，事業の目的と必要性として，「出荷業者から直接，山採りのままで村
外に流出している山菜を，二次加工・製品化し，付加価値を高めて出荷す
る。」，原材料の確保として，「現在，村内で生産出荷されている量は１３５ｔで
あるが，そのほとんどが村外の業者により，村外に流出している。この山菜を
Ｃ組合で一切買入れを図ると共にさらに採取農家を増やすため，安定価格で
取り引きを行ない原料の確保を図る。又畑を利用した山菜の人工栽培により
処理量２７０ｔのうち，１８０ｔを村内買入とする。」との記載がある。〔乙７８〕

　　　③　Ｃ組合は，当初，旧上川村学校給食センターで操業していたが，昭和６１年に
肩書地に本件加工場を建設した。この際，Ｃ組合は，土地購入資金，機械購
入費用及び運転資金として東蒲原郡農業協同組合から３０００万円を借り入
れたほか，建設費用として，県単事業である新潟県農林水産総合振興事業の



中の，ふるさと特産品開発事業に基づいて，県から９００万円，上川村から６０
０万円の補助金を受けた。〔乙４４，４９，７７，７８，〕

　　　④　Ｃ組合は，平成元年１０月に法人化し，被告有限会社Ｃが設立され，Ｆが代表
取締役に就任した。その後，平成１０年３月にＤが代表取締役に就任した。〔乙
４９〕

　　　⑤　被告有限会社Ｃは，上川村内で山菜加工を行っている唯一の会社であり，県
内外に向けて，山菜やきのこの水煮等を販売している。〔甲４６，乙７７〕

　　　　　Ｃ組合の設立当初の従業員は７名であったが，本件補助金が交付された平成１
１年３月当時，被告有限会社Ｃの従業員は２７名になっていた。〔乙４９，被告
有限会社Ｃ代表者〕

　　(3)　被告有限会社Ｃ（Ｃ組合）の使用する山菜原材料
　　　　Ｃ組合は，設立当初，村内の農家団体と栽培契約を締結して，みぶ菜や赤蕪等

の野菜を仕入れていたことがあった。〔乙６８，被告有限会社Ｃ代表者〕
　　　　しかし，山菜については，設立当初から，全て塩蔵品又は乾燥品の状態で仕入

れており，本件補助金が交付された平成１１年３月当時には，輸入品が約７割，
国内産（村外の卸業者からの仕入れ）が約３割の割合になっていた。村内の農
家からの仕入れは，設立から現在に至るまで，少量の山うど・塩蔵わらび等を除
けば，ほとんど行われていない。〔乙４５，８１の９，被告有限会社Ｃ代表者〕

　　(4)　被告有限会社Ｃの排水問題等
　　　①　被告有限会社Ｃ（Ｃ組合）の使用する山菜は，輸入品の約６３％，国内産の全

てが塩蔵品であり，これを水洗い，ボイル，漂白，脱塩する過程において，塩
や漂白剤を含有する排水が大量に発生していた。

　　　　　被告有限会社Ｃは，当初は防油沈殿槽を設置するだけで，その後，山菜くず（残
さ）を除去するための掻き上げ機（スクリン機）を設けたものの，排水を化学処
理することなく常浪川に流しており，平成６年ころ，地域住民から排水の臭い
に関して同社に苦情が寄せられたことがあった。〔甲４４，乙４９，被告有限会
社Ｃ代表者〕

　　　②　被告有限会社Ｃは，平成５年に本件加工場の増築を行ったが，水質汚濁防止
法に基づく特定施設（原料処理施設，洗浄施設，湯煮施設）に関する届出を保
健所に提出していなかった。〔乙１４，４９，被告有限会社Ｃ代表者〕

　　　③　被告有限会社Ｃの排水に関する住民の苦情が，県議会の河川懇談会を通じて
新津保健所に連絡されたため，同保健所は，平成７年９月１４日，被告有限会
社Ｃの本件加工場の立入検査を行った。〔甲４４，４８〕

　　　　　その結果，被告有限会社Ｃの排水のＢＯＤ値は，目標値（水質汚濁防止法，排
水基準を定める総理府令所定の排水基準。甲３１）の１６０mg/?（日間平均１２
０mg/?）を上回る，２５０mg/?であった。このため，同保健所は，同月２８日付け
で，この検査結果と，「（水質汚濁防止法で定める）特定施設設置届出及び特
定施設使用廃止届出を至急提出すること」，「排水処理施設の設置計画が平
成９年又は１０年とのことであるが，設置計画をできるだけ早めること」等の留
意事項を被告有限会社Ｃに通知した。〔甲１０中の「事業計画の概要」以下３０
頁〕

　　　　　この検査結果は，被告有限会社Ｃ代表者から上川村の産業課に伝えられ，同
課は，補助金で被告有限会社Ｃの排水処理施設を建設することを検討するよ
うになった。〔乙７７，被告Ｂ〕

　　　　　被告有限会社Ｃは，同年１０月２６日，「平成９年度を目標に工場下排水処理施
設の建設を課題とし現在計画を立て社内協議を行っております」との内容の
書面を新津保健所に提出した。〔甲１０中の「事業計画の概要」以下３１頁，乙
４９〕

　　　　　被告有限会社Ｃは，同月２７日に新津保健所長宛に特定施設設置届出書及び
遅延理由書を提出した。同届出書には，日間平均排出量は１０?，一日の最大
排水量は１２?と記載されていた。〔甲３７，乙１４，４９，被告有限会社Ｃ代表
者〕

　　　　　保健所は，その後も被告有限会社Ｃに指導を行い，平成１０年を最終年度とし
て本件加工場に排水処理施設を設置するよう勧告を行った。このため，平成８
年１２月７日に行われた被告有限会社Ｃの定時決算総会においても，排水処
理施設の設置が今後の大きな課題であるとの報告がなされた。〔甲１０中の
「事業計画の概要」以下３４頁，乙４９，被告有限会社Ｃ代表者〕



　　　　　なお，同総会の議案書では，１日の平均排水量は３２５．３?とされ〔甲１０中の
「事業計画の概要」以下３５頁〕，被告有限会社Ｃが同月１０日に行った排水調
査では，１日の総排水量は２７１?であった〔甲１６〕。

　　　④　これらの排水に関する問題以外にも，平成５年４月ころ，東蒲原郡漁業組合か
ら，被告有限会社Ｃに対し，山菜くずが川に流れているとの苦情が寄せられ，
同社が本件加工場の排水口に掻き上げ機２台を設置したことがあった。〔乙４
９，被告有限会社Ｃ代表者〕

　　　　　また，被告有限会社Ｃが，ポリ容器を山林に放置したり，焼却したことにより，地
域住民が上川村役場に苦情を申し出，役場が，ポリ容器の焼却を中止するよ
う同社に指導したことがあった。〔甲４４，被告有限会社Ｃ代表者〕

　　(5)　椎茸加工事業を開始した経緯
　　　①　きのこの里づくり支援事業
　　　　　上川村は，昭和６２年の第２次総合計画の「健康で豊かな福祉村の建設」の基

本理念のもと，平成７年度から９年度の中山間地域活性化推進事業として，
「きのこの里づくり支援事業」を実施した。

　　　　　同事業は，村内の農林家がきのこの種駒を一定量以上購入し，駒打ちをした場
合に，種駒等代金の５０％を助成するというものであり，国及び県から各３分
の１の補助金を得て行うものであった。〔乙６２の３，６５，７７〕

　　　②　公社の設立
　　　　　被告Ｂは，平成７年３月６日，選挙公約にしたがって公社を設立し，理事長に就

任した。公社の基本財産積立額５０００万円は上川村が全額を出捐し，このう
ち８００万円は，県単事業である新潟県地域農業担い手公社支援事業として
受けた補助金から支出したものであった。〔乙６１，６５〕

　　　　　公社の設立目的は，農業従事者の高齢化と若者の農業離れが進行する上川
村において，自分で農作業をできない農家から，田畑の耕作を受託したり，人
手がかかる稲刈り等農作業を受託したりすることにより，農業従事者の育成と
農地の保全を図るというものであった。〔乙１３，６１，７７，被告Ｂ〕

　　　　　公社は，上記農作業の受託のほか，ニジマス養殖，牧草生産，草刈り，除雪，
ごみ収集等を行っていたが，平成８年ころ，上川村では，産業課が中心となっ
て，農業振興策として菌床椎茸栽培を導入することになり，公社がモデル的に
菌床椎茸を栽培していくとの方針を決定し，平成９年から椎茸栽培を行うよう
になった。〔乙１３，６１，６５，７６，７３，７７，被告Ｂ〕

　　　③　規格外椎茸の加工について
　　　　　産業課と公社は，公社における菌床椎茸の栽培に伴い，１割程度発生する規格

外椎茸をいかに処理するかを協議した結果，被告有限会社Ｃが買い取って，
加工販売するとの方針を決定し，農政課長が，平成８年秋ころ，被告有限会
社Ｃに対し，規格外椎茸の加工及び販売をしてほしいと依頼した。〔乙４９，６
５，被告有限会社Ｃ代表者，被告Ｂ〕

　　(6)　本件補助金交付に至る経緯
　　　①　山振事業については，平成７年２月９日（平成９年４月１日最終改正），「山村振

興等農林漁業特別対策事業実施要領について」と題する農林水産事務次官
依命通達によれば，実施要領及び実施基準は，概略以下のとおりなされてい
た。〔甲７〕

　　　　ア　趣旨
　　　　　　山村等の中山間地域において，(ア)高付加価値・高収益型農業の確立，(イ)就

業機会の確保，所得の増大，(ウ)農林地の適正な利用・管理の促進，(エ)
生活環境の整備等による地域間格差の是正のための対策の充実が喫緊
の課題になっているとの認識のもと，平成１２年度までの期間に，多面的機
能の強化による地域の活性化と定住の促進のために必要な事業を総合的
かつ効果的に実施する。

　　　　イ　実施地域
　　　　　　今後とも農林漁業が地域の重要な産業であることが見込まれる地域であっ

て，自然的，社会的，経済的諸条件に恵まれない，山村振興法の規定に基
づき指定された振興山村地域等の要件を満たす地域

　　　　ウ　事業の類型
　　　　　　市町村の全部又は一部の地域を受益対象とした基本型及び複数の市町村の

区域を受益対象とした広域型



　　　　エ　事業の種類
　　　　　　基本型にあっては，山村振興等活性化推進事業，農林漁業振興事業，農林

地利用・保全管理促進事業，就業・所得機会創出事業，地域社会生活環境
整備事業及び特認事業

　　　　オ　事業実施計画
　　　　　(ア)　市町村長等が本事業を実施しようとするときは，山振事業実施計画を樹立

し，都道府県知事に提出して，その認定を受ける。
　　　　　(イ)　都道府県知事は，前記事業実施計画が適当と認められるときは，予め地

方農政局長と協議して，当該事業実施計画の認定を行う。
　　　　カ　事業の実施
　　　　　(ア)　山振事業は，事業実施計画に基づき実施するものとし，毎年度の実施手

続は次のとおりとする。
　　　　　　ａ  市町村長等は，毎年度，年度別事業実施計画を作成し，都道府県知事に

提出する。
　　　　　　ｂ　都道府県知事は，年度別事業実施計画を調整のうえ，地方農政局長に提

出する。
　　　　　　ｃ　年度別事業実施計画に基づく事業は，それぞれの事業主体が所要の手続

を経て実施する。
　　　　　(イ)　事業実施計画に基づく事業の実施期間は，原則として４年間とする。
　　　　キ　助成
　　　　　　国は，毎年度，予算の範囲内において，次に掲げる経費について，その２分の

１以内を補助するものとする。
 　　　　 (ア)　事業実施計画の樹立及び事業の推進等に要する都道府県の経費
　　　　　(イ)　事業実施計画の樹立及び事業実施の推進等に要する市町村の経費
　　　　ク　事業の実施後の措置
　　　　　(ア)　計画主体は，事業実施計画に基づく全ての事業が完了したときは，その旨

を都道府県知事に報告する。
　　　　　(イ)　報告を受けた都道府県知事は，これを地方農政局長に報告する。
　　　　ケ　事業実施基準
　　　　　(ア)　山村振興等活性化推進事業
　　　　　　　事業実施計画に基づき，地域の自主性及び地域関係者の創意工夫の発揮

により取り組まれる地域の活性化と定住の促進に関する各種の事業が，
効果的かつ自立的に行われるよう企画・調整するために必要な活動事業
とする。

　　　　　(イ)　農林漁業振興事業
　　　　　　　事業実施計画に基づいて，高付加価値・高収益型農業の確立等による農林

漁業の振興のために必要な小規模生産基盤及び近代化施設の整備を
行う事業とする。

　　　　コ　事業主体
　　　　　　農林漁業振興事業にあっては，都道府県，市町村，地方公共団体の一部事

務組合，農業協同組合，土地改良区，森林組合，生産森林組合，漁業協同
組合，漁業生産組合，農林漁業者等の組織する団体，地方公共団体等が
出資する法人，農業委員会，又は都道府県知事が地方農政局長と協議し
て特に適当と認めた者。

　　　②　被告Ｂは，平成８年９月３０日付けで，新潟農政事務所長から，平成９年度新潟
県中山間地域活性化総合対策事業（以下「ふるさと県単事業」という。）の実
施希望の照会を受けた。〔乙７２〕

　　　　　被告Ｂは，同年１０月１１日，農政事務所長に対し，ふるさと県単事業として，Ｌ
地区の多目的集会施設の建設と被告有限会社Ｃの排水設備の建設を実施し
たいとの希望を報告した。〔乙７２，７７〕

　　　　　同年１２月６日，上川村の産業課長が，農政事務所のＭ参事らに対し，ふるさと
県単事業に菌床椎茸の栽培施設の建設を追加したいと要望したところ，同人
らは，予算規模が大きくなるため，県単事業よりも，国庫事業である山振事業
で実施した方がよいと述べた。〔乙７６，７７，被告Ｂ〕

　　　　　被告Ｂは，同月１１日，農政事務所長に対し，ふるさと県単事業として，これら３
つの事業を実施したいとの希望を報告した。〔乙７４，７６，７７〕

　　　　　翌１２日，農政事務所の職員が，ふるさと県単事業の打ち合わせのために上川



村を訪れ，希望のあった３つの事業の事業費は１億３０００万円になるため，
県単事業で実施することは困難であり，山振事業で実施したらどうかと述べ
た。〔乙７６，７７〕

　　　③　このため，被告Ｂは，被告有限会社Ｃの排水処理施設及び菌床椎茸の栽培施
設の建設を山振事業で実施することとし，同月２４日，県知事に対し，平成９年
から平成１２年度を事業実施期間とする，山振事業の希望地区個表を提出し
た。〔乙７６〕

　　　　　この個表には，農業振興事業として，公社を事業主体とする新規作物導入支援
施設事業（椎茸培養ハウス，椎茸発生ハウス，附属機）及び本件事業が挙げ
られていた。〔乙１，４９〕

　　　　　その後，ヒアリングや打ち合わせを経て，被告Ｂは，県知事に対し，平成９年４
月１日付けで，山振事業実施計画の認定申請書を提出した。〔甲８，乙４９，７
６，７７〕

　　　　　同申請書に添付された事業実施計画書には，農林漁業振興事業として，本件
事業が挙げられており，受益戸数は２７４戸（Ｇ地域の全農家）とされている。
また，「現状と問題点」として，「当地域内には，昭和６１年度に山菜加工施設
が設置され，山菜類の付加価値を高め県内外に出荷し，年々その出荷量が
増加する一方，地域の就労の場としても重要に位置づけられている。しかし，
施設の規模から生産量も限界にきており，規模拡大が急務となっている。」，
「推進方針」として，「地域に既存する山菜加工施設や生産組織等と連携し，
地域農家と一体化した中で，新規作物の生産及び加工によって高付加価値
型農業の振興と就労の場の安定確保を図る。」，「事業効果」として，「本施設
の導入により地域農林産物の付加価値が高められ（ると）ともに排水処理施
設の整備により安定生産が可能となり農家所得の向上と就業機会の拡大が
図られる。」，「就業者数　常時雇用２３人→２４人，臨時雇用（延べ）５５２人→
１１０４人，製品出荷額３億２０００万円→３億３４００万円」と記載されている。
〔甲８〕

　　　　　新潟県知事は，同日，北陸農政局長と協議のうえ，同計画を認定し，同年９月こ
ろ，被告Ｂに通知した。〔甲９，乙１９〕

　　　④　前記認定では，公社の椎茸栽培に関する事業は平成１０年度，本件事業は平
成１１年度とされていたが，その後，公社の事業は平成９年度に，本件事業は
平成１０年度に行うこととなった。〔乙４９，６５，７７〕

　　　　　このため，被告有限会社Ｃは，平成９年１２月１２日，被告Ｂに対し，平成１０年
度の山振事業の実施要望書を提出した。〔乙２０，７６，７７〕

　　　⑤　平成１０年３月１６日，村議会において，本件事業に対する補助金６７５３万６０
００円（合計事業費８４４２万円から被告有限会社Ｃの負担分２０％を除いたも
の。上川村の補助割合２０％）の予算の審議が行われた。

　　　　　しかし，Ｎ議員が，補助事業とすることに反対したため，Ｏ議員から，被告有限
会社Ｃの負担分を２５％に引き上げ，上川村の補助割合を１５％に引き下げる
こととし，さらに事業費も削減すべきであるとの提案がされた結果，翌１７日に
この提案どおりに修正のうえ，予算案が可決された。〔甲２２の１，４４，乙４９，
６５，７７，被告有限会社Ｃ代表者〕

　　　⑥　被告有限会社Ｃは，予算案可決を受け，同年４月６日，被告Ｂに対し，平成１０
年度の山振事業として，本件事業の実施を申請した。〔乙２１〕

　　　　　被告Ｂは，同月８日付けで，平成１０年度の山振事業の年度別計画書を新潟県
知事に提出した。〔甲１０〕

　　　　　同計画書には，農林漁業振興事業として本件事業が挙げられており，「事業計
画の概要」として，「上川村の総面積の９７％を占める山林原野から算出され
る山菜やきのこは，季節の味覚として地域住民のみならず，都会人にも人気
を集め，その需要は伸びる一方，生産出荷は一部の出荷業者以外は，ほとん
ど自家消費であったことから，昭和６１年に４名の農林家等によりＣ組合が組
織され，農産物加工に着手した。その後施設の規模拡大や施設設備の拡充
により，村内の数少ない就労の場としての役割を果たし，平成元年に組合組
織から有限会社に変更し，大量の生産出荷，雇用の拡大に取り組んでき
た。」，「地域の農林業者の高齢化等により，地場産の農産物の安定確保でき
ず，年々塩蔵品の加工が増加してきたことと規模拡大等により，排水処理能
力の限界を超過し，」との記載がある。

　　　　　新潟県知事は，平成１０年４月８日，北陸農政局長と協議のうえ，被告有限会社



Ｃを事業主体として認定した。〔甲１１，１２〕
　　　⑦　被告有限会社Ｃは，同年３月１日，社員規程を定め，総社員数並びに総出資口

数の４分の３以上を林地又は農地を保有する農林業者で構成するものとし
た。〔甲１３〕

　　　　　また，被告Ｂ及びＫは，同年５月１６日の被告有限会社Ｃの臨時社員総会で自
己の社員持分を他の社員に無償譲渡し，被告Ｂが，同月１８日，新潟県知事
に事業主体の構成員の変更を報告した。〔甲１３，乙６５，８５〕

　　　⑧　被告Ｂは，同年４月８日及び同年６月１７日に，県農林水産部長から平成１０年
度の山振事業費補助金の割り当ての内示を受け，同月１９日，被告有限会社
Ｃにこれを内示した。〔乙２６，２７，７６〕

　　　⑨　被告有限会社Ｃは，同年７月８日，被告Ｂに対し，被告有限会社Ｃにおいて，椎
茸加工業の新規開始に伴う施設の増築（ア），連続焼き機，高速裁断機，プレ
ハブ冷蔵庫，回転式蒸気釜，作業台などの機械器具類の導入（ウ）と，排水処
理施設の設置（イ）事業を実施したいとして，平成１０年度の山振事業費補助
金６３３１万５０００円の交付を申請した。

　　　　ア　山菜加工施設（木造カラー鉄板葺平屋建１棟　９２．７５㎡）
９１３万５０００円

　　　　イ　排水処理施設（１式）　　　　　　　　　　　６５３１万００００円　　　　ウ　機械器具
費（１式）　　　　　　　　　　　　　９９７万５０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計事業費　８４４２万００００円
　　　　　合計事業費の負担区分は，国庫補助金４２２０万円（５０％），県補助金８４４万２

０００円（１０％），上川村補助金１２６６万３０００円（１５％），受益者負担金２１
１０万５０００円（２５％，うち公庫資金２０００万円）であった。

　　　　　同申請書中には，「地場産の農産物の安定確保ができず，年々塩蔵品の加工
が増大した結果，排水による水質汚染が指摘されてきた。」との記載がある。
〔甲５，乙３４〕

　　　⑩　被告Ｂは，同年７月２４日，新潟県知事に対し，平成１０年度の補助金計画変
更（本件事業に対する補助金を含む。）の承認を申請し〔甲１４，乙７７〕，新潟
県知事は，同月２７日，北陸農政局長に対し，この承認を申請した〔甲１５〕。

　　　　　北陸農政局長は，新潟県知事に対し，申請のあった補助金全額について交付
決定を通知し，同年８月２０日，新潟県知事は，被告Ｂに対し，補助金を交付
する旨の決定を通知した。〔乙２８〕

　　　　　被告Ｂは，同月２４日，被告有限会社Ｃに対し，本件事業について，平成１０年
度の山振事業費補助金として，６３３１万５０００円の交付決定を通知した。〔甲
３〕

　　　⑪　被告有限会社Ｃは，前記⑤に記載の３月議会での審議の経緯から，排水処理
施設の建設費用を引き下げるとともに，受益者負担金割合を増やすこととし，
同年１１月５日，被告Ｂに対し，本件事業を次のとおり変更して実施したいとし
て，平成１０年度の山振事業費補助金４８１５万円（本件補助金）の交付を申
請した。〔甲６，乙４９〕

　　　　ア　山菜加工施設（木造カラー鉄板葺平屋建１棟　９２．７５㎡）
１１４２万００００円

　　　　イ　排水処理施設　１式　　　　　　　　　　　　４０００万００００円
　　　　ウ　機械器具費　１式　　　　　　　　　　　　　１０８６万１０００円
　　　　エ　高圧受電設備　１式　　　　　　　　　　　　　１８９万６０００円
　　　　オ　工事雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２万３０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計事業費　６４２０万００００円
　　　　　変更後の事業内容は，従前の事業内容から，山菜加工施設の建物工事の入札

（ア），排水処理施設の費用の見直し（イ），水煮・佃煮から焼き椎茸の機械へ
の変更（ウ）を行い，附属工事（エ，オ）を加えたものである。

　　　　　その結果，椎茸加工施設は，月間８５ｔの加工処理が可能な機械器具を導入し，
排水処理施設は，ＢＯＤ値を８０㎎/?以下とすることのできる，活性汚泥方式
の中のバイオモジュール方式のものを採用した。〔甲１６，被告有限会社Ｃ代
表者〕

　　　　　事業費の負担区分は，国庫補助金３２１０万円（５０％），県補助金６４２万円（１
０％），上川村補助金９６３万円（１５％），受益者負担金１６０５万円（２５％，う
ち公庫資金０円）であった。

　　　⑫　被告Ｂは，同月９日，新潟県知事に対し，排水設備の設計の見直しによる事業



費の減を理由に，補助金計画変更の承認を申請した。〔甲１６〕
　　　　　新潟県知事は，同年１２月２１日，被告Ｂに対し，申請のあった補助金を交付す

る旨の決定を通知した。〔乙２９〕
　　　　　被告Ｂは，平成１１年２月２３日，被告有限会社Ｃに対し，本件本件補助金の交

付決定を通知した。〔甲４〕
　　(7)　本件補助金の支出
　　　　被告有限会社Ｃは，同年３月２日，被告Ｂに対し，本件事業を実施したとの実績

報告を行い，清算金（本件補助金）４８１５万円の交付を請求し，被告Ｂの支出決
定により，上川村は，同月２５日，被告有限会社Ｃに対し，これを交付した。〔乙
６，７，９〕

　　　　新潟県は，上川村に対し，同月２４日，国庫補助金及び県補助金の合計３８５２万
円のうち３４６６万６０００円を概算払いし〔乙５，８〕，同年５月２１日に残金３８５万
４０００円を支払った〔乙１０，１１〕。

　　(8)　本件事業実施後の被告有限会社Ｃの状況
　　　　被告有限会社Ｃは，平成１０年７月から１２月にかけて，本件事業にかかる各種

工事を実施し，機械を購入した。〔乙３０，３１，４９〕
　　　　被告有限会社Ｃは，平成１０年１２月から，公社から規格外椎茸を継続的に購入

して加工を行うようになり，平成１０年１２月から平成１２年４月までの間に，合計
８５５４．５㎏の椎茸を公社から購入した。これを月数で割ると１月当たりの平均
は５０３．２㎏である。１㎏当たりの購入単価は，当初３００円であったが，平成１１
年４月以降は２５０円となった。〔乙４９・別紙椎茸購入実績表〕

　　　　また，排水処理施設を設置した結果，平成１１年２月１２日の検査では，処理水中
のＢＯＤ値は２８㎎/?まで減少し〔乙４〕，同年１２月２日の保健所による立入検査
でも２．４㎎/?であり〔乙５８〕，目標値を満たすようになった。　

　　　　被告有限会社Ｃの商品は，土産物として，Ｐ直売所のほか，上川村内の温泉施
設のＱ及びＲで販売されており，被告有限会社Ｃの総売上のうち，上川村内ない
し東蒲原郡内で土産物等として販売されている商品の売上は，平成１０年度は
６．９％，平成１１年度は７．６％，平成１２年度は５．７％である。その余の商品
は，卸問屋を通じて，総菜工場，弁当工場，ホテル・旅館，食品メーカー，販売店
に販売されている。〔乙８３の２・３・７〕

　　　　被告有限会社Ｃは，平成１０年度から，従来の山菜加工製品に加えて，焼き椎
茸，椎茸の佃煮，もろみ漬け，キムチ漬け等の椎茸加工製品を製造するように
なり，被告有限会社Ｃの総売上のうち，椎茸加工製品の売上は，平成１０年度は
０．２％，平成１１年度は１．７％，平成１２年度は２．０％を占めている〔乙８４の
２，被告有限会社Ｃ代表者〕。また，公社の平成１０年度の被告有限会社Ｃに対
する規格外椎茸の売上は，椎茸販売事業（乾燥椎茸を除く。）による総収入２２３
１万９９２３円の約６％の１３３万０１６１円であり〔乙８２の４〕，平成１１年度は総
収入１１８７万３２７１円の約６．２％の約１１６万５７５８円〔同６〕，平成１２年度は
総収入１５９７万９４４０円の約７．９％の１２６万５３９５円であった〔同５〕。

　　　　被告有限会社Ｃは，平成１３年度は，コリンキー２１００㎏，糸カボチャ３４８㎏，茗
荷４２７㎏，塩蔵わらび３０㎏を上川村内の農家から買い上げた。〔乙８１の１・５・
９・１０〕

　　　　被告有限会社Ｃの平成１１年５月１４日時点における従業員（パートを含む。）は，
２７名であり，このうち２６名が上川村民，うち１５名がＧ地域の住民であった〔乙
２〕。その後，平成１３年９月１日には，同社の従業員は３１名となった〔乙８０〕。
平成１３年に上川村で従業員を１０名以上雇用している企業は１０社であり，この
うち被告有限会社Ｃの従業員数は４位で，通年雇用では２位であった。〔乙７１，
７７〕

　２　争点１（公益上の必要性）について
　　　地方公共団体の長は，地域住民の多様な意見や利益を勘案して補助の要否につ

いて決定を行うもので，その決定には，当該地方公共団体の地理的，社会的，経
済的な個別事情や，行政施策の方針等を総合的に考慮した上での政策的判断を
要することから，地方自治法２３２条の２の「公益上必要がある場合」にあたるか否
かの判断にあたっては，地方公共団体の長に一定の裁量権があると解すべきであ
る。

　　　しかし，恣意的な補助金交付を防ぎ，地方公共団体の財政秩序を維持するとの観
点から，この裁量権の範囲には一定の限界があると解すべきであり，特定の事業



に対する公金の支出に公益上の必要性があるかどうかは，補助金交付の目的，対
象団体の性格・活動状況，補助に至る経緯，補助による具体的効果，地方財政に
及ぼす影響等を総合的に考慮して判断すべきである。

　　(1)　本件補助金の目的
　　　　本件補助金は，山振事業費補助金として交付されているところ，山振事業とは，

山村等の中山間地域の活性化と定住の促進のために，①高付加価値・高収益
型農業の確立，②就業機会の確保，③農林地の適正な利用・管理の促進，④生
活環境の整備等により，地域間格差を是正することを目的としており，その中で
も，本件事業が該当するとされた農林漁業振興事業は，高付加価値・高収益型
農業の確立等による農林漁業の振興のために必要な小規模生産基盤及び近代
化施設の整備を行う事業であるとされている。

　　　　したがって，以下，本件補助金の支出が，高付加価値・高収益型農業の確立等に
より，農業の振興に資するものであるか否かを中心に検討する。

　　(2)　被告有限会社Ｃの性格・活動状況
　　　①　原材料の購入
　　　　　被告有限会社Ｃは山菜の加工を業としているため，まず，被告有限会社Ｃによ

る山菜等の原材料の購入が上川村の農業の振興に果たしている役割を検討
する。

　　　　　前判示のとおり，被告有限会社Ｃは，設立当初から，県外から仕入れた塩蔵
品，乾燥品を山菜加工品の原材料として使用しており，業績が拡大するに伴
って，安価な輸入品を大量に使用するようになっており，本件補助金交付当時
も含めて現在に至るまで，上川村内からの山菜購入はわずかである。

　　　　　確かに，山菜は大量採取になじまず，また，通年で安定供給を受けることが難し
いこと，人工栽培は困難であること等の事情も認められるところではあるが，Ｃ
組合が設立時に立案した事業計画書には，「現在，村内で生産出荷されてい
る（山菜の）量は１３５ｔである」との記載があることからすれば，上川村内から
相当量の原材料を購入することは可能であるにもかかわらず，被告有限会社
Ｃがこれを買い入れたり，山菜の栽培を試みた形跡は認められず，年間１８０ｔ
を村内から買い入れるとの当初の事業計画に沿った経営はなされなかったの
である。

　　　　　したがって，被告有限会社Ｃが，本件補助金交付当時，山菜等の原材料を購入
することで上川村の農業の振興に寄与していたとは認められない。

　　　②　特産物の創出
　　　　　次に，被告有限会社Ｃが山菜加工商品を販売することにより，上川村の農業の

振興に果たしている役割について検討する。
　　　　　確かに，被告有限会社Ｃは，山菜やきのこの加工製品を村内・郡内の観光施設

等で土産物として販売しており，これは，ふるさと産品の開発・販売を目指す，
「上川村山村等活性化ビジョン」の趣旨にも沿うものといえる。

　　　　　しかし，被告有限会社Ｃの総売上高のうち，村内・郡内での販売は５．７％に過
ぎず，その余は卸問屋を通じて，工場・食品メーカー等に販売されているとい
う状況に鑑みれば，被告有限会社Ｃの製品が，上川村の産品であることを広く
消費者に知らしめて，ブランドイメージを築いたりするものとは認め難く，上川
村の農家が山菜の採取又は栽培に取り組む動機付けとなる可能性は極めて
乏しいといわざるを得ず，被告有限会社Ｃには，上川村の特産物を製造する
という公益的性格は乏しいものと考えられる。

　　　　　したがって，被告有限会社Ｃが，補助金交付当時，山菜加工商品を販売するこ
とで上川村の農業の振興に寄与していたとは認め難い。

　　　③　椎茸加工事業
　　　　　本件事業は，椎茸加工施設の新規建設と排水処理施設の設置の２事業に大別

されるところ，被告らは，これらは不可分であり，椎茸栽培の普及と農家所得
の向上につながるものであると主張する。

　　　　　確かに，公社における椎茸栽培に伴って発生する市場価値のない規格外椎茸
を有効利用することには合理性があり，また，椎茸に付加価値を加えることで
新たな需要を開拓する効果も考えられるところである。

　　　　　しかし，椎茸栽培は新規事業であって，これが上川村の農家に普及するかどう
かは不明であること，規格外椎茸は，本来あってはならず，採算を維持するた
めには発生を抑制すべきものであり，その発生率は１割程度に過ぎないこと，



規格外椎茸は市場価値が少ないとはいえ，被告有限会社Ｃが公社から買い
取る価格は低廉であること等，このような効果が発生するか否かについて不
確定要素も多く見受けられる。

　　　　　また，被告有限会社Ｃが椎茸加工事業を行うことになった経緯を検討するに，平
成７年ころから，被告有限会社Ｃは，従来から操業してきた山菜加工業の過程
で発生する大量の汚水の処理施設を設置する必要が生じ，保健所から平成１
０年度が最終年度であるとの勧告を受けていたこと，これを被告Ｂも知ってお
り，補助金で排水処理施設を購入できないかを数年来検討していたものであ
る。他方，新たに椎茸の加工作業を行うとしても，化学処理が必要なほどの大
量の汚水が発生することは考えられなかった。（もっとも，被告有限会社Ｃ代
表者は，椎茸加工過程でも，洗浄機による洗浄，かごによる圧搾水切り，加熱
調味二重釜での加熱煮込み，瓶詰め作業台での瓶詰め，セイロによる加熱殺
菌，袋詰めのための計量などの際に排水が出，洗浄機による洗浄の際には
大量の水が必要であると述べるが〔乙４９〕，加工に用いる原材料は生椎茸で
あり〔乙８２の２〕，椎茸の洗浄は真水で行っていること〔被告有限会社Ｃ代表
者〕，ＢＯＤ値が問題とされる脱塩のための煮沸の過程は，キムチ漬けの場合
に行うのみであること〔被告有限会社Ｃ代表者〕，被告有限会社Ｃの総売上高
に占める椎茸加工製品の割合は，年々上昇しているとはいえ，３年目の平成
１２年度でも２％に過ぎないこと〔乙８４の２〕等からすれば，上記のとおりと認
められる。）

　　　　　そうすると，平成８年ころから，被告有限会社Ｃが規格外椎茸を加工するとの話
が持ち上がっていること，当初ふるさと県単事業の希望はＬ地区の多目的集
会施設の建設及び被告有限会社Ｃの排水設備の建設の２事業であったが，
後に菌床椎茸の栽培施設の建設が加えられていること，被告Ｂが平成１０年３
月の議会において，「そのほかでただ規格外として残ったものを今回そういう
ものとあわせながら実施をして，さらに村の産業の振興として位置づけをやっ
ていった方が，非常に同じ処理施設をつくるにしても，補助事業としてなじむと
いう話でございますので，そういう計画にさせていただいたわけであります。」
と述べていること〔甲２２の１・１３４頁〕からすれば，椎茸加工は，被告有限会
社Ｃが排水処理施設を新設するに際して，補助金を受けやすくするために付
加されたものであることが強く推認されるものである。

　　　　　また，被告有限会社Ｃが行うとされる椎茸加工事業は，その経緯，予想される
規模，公社からの買い取り価格等に照らせば，上川村の農家に椎茸栽培を普
及させるなど，農業の振興に寄与するものであるかは疑わしかったといわざる
を得ない。

　　　④　被告有限会社Ｃの活動状況について
　　　　　なお，原告らは，被告有限会社Ｃによるポリ容器や山菜くずの不法投棄等を本

件事業の公益性を否定する根拠として挙げるが，これらの事実は，被告有限
会社Ｃに対する支出の公益性を直接否定するものではない。

　　(3)　補助に至る経緯
　　　　被告らが，被告有限会社Ｃの排水処理施設を補助金で購入できないかを数年来

検討していたことは既に述べたとおりであるが，環境基本法８条，３７条や公害
防止事業費事業者負担法２条の２，４条１項の理念からすれば，本件加工場の
排水による水質汚濁は，できる限り事業者である被告有限会社Ｃの負担により
防止すべきである。それにもかかわらず，被告らが，被告有限会社Ｃが公的融
資を受けたり，常浪川の環境保全のために利用できる補助金を模索するなど，
本件補助金を得る以外の方策を検討した形跡は認められない。

　　　　確かに，村議会において，Ｏ議員の提案により，被告有限会社Ｃの負担割合が５
％増し，上川村の負担割合が５％減少し，事業費も全体では減少したとの経緯
はあるものの，本件補助金の交付決定に先立って，被告Ｂが被告有限会社Ｃの
資産内容や財政状況を詳細に調査したり，設備工事や設置機械の性能・必要性
を検討した形跡もなく，椎茸の処理量（公社からの平均月間購入量５０３．２㎏）
を大幅に超える性能（月間処理量８５ｔ）の機械が購入されていることからみて
も，事業内容及びその費用の検討が十分になされたものとは認め難い。

　　(4)　補助による効果
　　　　被告らは，常浪川の汚染を防ぐことには公益上の必要性があると主張し，現に本

件補助金により，被告有限会社Ｃに排水処理施設が設置され，排水のＢＯＤ値



は基準を満たすまでに改善している。
　　　　しかし，山振事業費補助金の目的である農業振興の観点からみれば，被告有限

会社Ｃに排水処理施設が設置されることにより，上川村内からの山菜の買い上
げ量が増加したり，菌床椎茸の栽培が普及するなどの効果が生じるとの関係は
認め難いし，被告有限会社Ｃが行うとされる椎茸加工商品の製造・販売について
も，前判示のとおり，これが菌床椎茸栽培の普及・発展に何らかの役割を果たす
かどうかは疑わしい。また，本件補助金交付後，被告有限会社Ｃの営業活動が
農業振興に寄与したと認めるに足りる証拠はない。

　　　　さらに，就業機会を創出するとの被告らの主張についても，本件補助金は農業振
興のために交付されるものであることに鑑みれば，加工製造業を営む被告有限
会社Ｃにおいて就業する機会を創出することは補助金の本来の目的の範疇にあ
るものではないし，実施計画書において，本件事業を実施することにより増加す
るとされている就業者数の算出根拠も明らかでない。（被告有限会社Ｃの従業員
は，本件補助金交付後，増加しているが，本件事業を実施したことと従業員の増
加との間に明確な因果関係は認め難い。）

　　(5)　上川村の財政に及ぼす影響
　　　　本件補助金４８１５万円は，上川村の平成１０年度一般会計予算（当初）である３３

億５８２０万円〔甲４４〕の約１．４％に及ぶものであるところ，本件補助金を支出
することにより期待される効果としては，被告有限会社Ｃが雇用を維持すること
により，上川村内の就業場所を確保するという副次的効果はあるにせよ，本件
事業が山菜や椎茸の栽培等の上川村の農業を振興させる余地はほとんど考え
られず，本件補助金の交付が上川村の財政に与える影響に比べて，得られる利
益は小さいというべきである。

　　　　また，本件事業には，予想される椎茸の加工量を遙かに上回る性能を有する機
械の購入が含まれるなど，事業内容の必要性・相当性は疑わしく，本件補助金
は過大な出費であるといわざるを得ない。

　　(6)　結論
　　　　以上のとおり，本件補助金交付当時，被告有限会社Ｃが山菜の購入等により上

川村の農業振興に寄与していたとは言い難く，椎茸加工設備を導入することに
よる農業振興の効果もさほど期待できなかったのであり，椎茸加工設備を新設
することに伴う汚水処理の必要性は低いものであった。

　　　　他方，被告有限会社Ｃは，従来から行ってきた塩蔵品等を原材料とする山菜の加
工過程で生ずる大量の排水を処理する必要性に迫られていたのであり，本件事
業は，この処理施設を建設することを主たる目的に行われたものと認められる。

　　　　したがって，被告有限会社Ｃが上川村村民を多数雇用する企業であり，上川村産
品である山菜加工品を製造する企業であること，上川村が椎茸栽培等の振興を
政策に掲げていたことを斟酌しても，本件補助金がその目的とする地域活性化
のための農業振興に資するものとは認め難く，その交付に公益上の必要性があ
ったと認めることはできない。

　　　　また，被告有限会社Ｃは，本件事業を山振事業として申請するにあたり，被告有
限会社Ｃが上川村内の農家から地場産の山菜を買い入れて加工し，付加価値
を高めているとの誤解を生じさせる表現を用いており，被告Ｂは，被告有限会社
Ｃの創設者であり，社員でもあったのであるから，被告有限会社Ｃが村内から原
材料を買い入れていないことを知っていたものと推認され，上記申請にあたり，
公益上の必要性があることを装うため，ことさら上記表現をしたものと認められ
る。

　　　　以上の諸点に加えて，前判示のように，被告Ｂが被告有限会社Ｃの前身であるＣ
組合の設立当初から出資者になっていたことや，同被告が被告有限会社Ｃの役
員らと密接な人間関係を有することを考慮すると，本件補助金の支出は，主とし
て被告有限会社Ｃの利益を図る目的で行われたのではないかとの疑念を払拭
することができないのである。

　　　　したがって，被告Ｂが本件事業を公益上の必要性があるとして本件補助金の支
出を決定したことには，明らかな裁量権の逸脱があったというべきである。

　　　　そうすると，本件補助金の交付にかかる被告Ｂの財務会計行為は，地方自治法２
３２条の２及び条例１条１項に違反するものであり，村議会において当該補助金
の支出にかかる予算案が承認されたからといって，当該財務会計行為の違法性
が治癒されるものではない。



　３　争点２（損害額）について
　　　本件補助金は，その財源に，国の補助金（３２１０万円）及び県の補助金（６４２万

円）を含んでいるところ，補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び
新潟県補助金等交付規則によれば，これらはいずれも当該認定事業以外の用途
に流用することはできず，仮に事業を施行しない場合にはこれを国及び県に返還し
なければならないという拘束を受けるものである。

　　　とすれば，本件補助金のうち，国及び県の各補助部分については，これを支出した
としても，上川村の固有財産に変動は生じず，同村に財産的損害を与えるもので
はないから，上川村が被った損害は，本件補助金のうち，同村の負担部分である９
６３万円の限度にとどまると解すべきである。

　　　原告らは，財源次第によって違法な支出が住民訴訟の対象外におかれることは住
民訴訟の制度趣旨に反すると主張するが，住民訴訟制度が地方公共団体におけ
る住民の財産上の利益を擁護するためのものであることからすれば，その対象
は，当該地方公共団体の固有の財産に生じた損害に限られると解すべきである。

第４　結論
　　　以上の認定事実によれば，被告Ｂは違法な財務会計行為により上川村に損害を与

えたものであり，被告有限会社Ｃは当該財務会計行為の相手方であるから，地方
自治法２４２条の２第１項４号に基づいて，上川村に対し，主文第１項の限度でこれ
を連帯して賠償する責任があるが，原告らのその余の請求は理由がないので，棄
却することとし，主文のとおり判決する。

　　　新潟地方裁判所第２民事部

                  裁判長裁判官　　犬飼眞二

　　　　　　　　　　　　裁判官　　大野和明

　　　　　　　　　　　　裁判官　　和田三貴子


